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　これまでも、水害を防ぐため、排水路などの雨水排除施設を

計画的に整備してきました。これらは、水害を防

ぐための基幹的な施設であることから、これか

らも計画的・効果的に整備を行っていきます。

　排水路などを流れることができる水量には限界があります。

そこで、駐車場や屋根などに降った雨を一時的に「ためる」対策

により、排水路の負担を軽くします。条例では、施設の管理者な

どが雨水をためることを規定しています。

　洪水被害を軽減するため、台風や大雨のときには、防災行政

無線や災害情報メールなどで、早い段階で避難情報を発信し、

対象の避難所を開設します。

　水害時の危険箇所や避難ルートが確認できる

よう「洪水ハザードマップ」や「わが家の防災ファ

イル」などを更新し、市内全世帯に最新の防災情

報を発信します。

一人ひとりの

自助力を高めて、

地域防災力アップ！
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排水整備を計画的・

効果的に進めます！

みんなで雨水を

ためて排水路の負担を

軽くしよう！

　「小松市ハザードマップ」は、降雨により河川

氾濫した場合の浸水状況と土砂災害が発生する

おそれのある箇所、避難施設などを表示してい

ます。もし洪水が起こったら、ご自宅や学校、勤

務先などの周辺がどのような状況になるのか把

握し、日ごろから避難場所や避難経路を確認し

ておきましょう。

　水害のおそれのある時には、小松市から、高齢

者等避難、避難指示、緊急安全確保を発表する場

合がありますので、指示に従って速やかに避難

しましょう。

洪水ハザードマップについて洪水ハザードマップについて

民間・事業者による貯留施設の設置民間・事業者による貯留施設の設置

国・県・市による河川、排水路、ポンプ場の整備国・県・市による河川、排水路、ポンプ場の整備

小松市役所　都市創造部　内水対策室

〒923-8650 小松市小馬出町91番地　tel：0761-24-8089（直通）
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　「小松市ハザードマップ」は、降雨により河川　「小松市ハザードマップ」は、降雨により河川

梯川と前川に囲まれる小松市街地周辺では、国土交通省・石川県・小松市において浸水被害の

軽減に向けたさまざまな「治水対策」に取り組んでいます。

住居の新築、改築、修繕
…雨水貯留タンクの設置

青空駐車場の新設
…駐車場の切り下げによる窪地貯留

住宅地の開発
…調整池の設置

開発に伴う調整池の

設置・保全

各戸での貯留

（雨水貯留タンクの設置）

雨どいを

伝わった雨水が

タンクにたまる

川の水が

少なくなる
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開発行為に加え、駐車場、太陽光発電設備など、

新たな開発事業等を行う場合には、

「雨水流出抑制対策」にご協力をお願いします！

近年、都市化による舗装面の増加により雨水が地中に浸透しにくくなっていることや局地的な集中

豪雨（いわゆるゲリラ豪雨）の頻発により、全国的に多くの浸水被害が報告されています。

小松市においても雨水排水路などの整備により雨水対策を進めておりますが、雨に強いまちづくり

を目指すため、既存より雨水流出量が増える施設については、「小松市総合治水対策の推進に関する

条例」に基づき、雨水流出抑制施設の設置にご協力をお願いいたします。

都市化の進展により、私たちの家のまわりでは畑や田んぼなどが少なくなり、地面がコンクリートやア

スファルトで覆われてきました。そのため以前と比べて雨水が、短い時間のうちに排水路や河川に流れ

やすくなり、浸水被害が発生しやすい要因の一つになっています。ご家庭などに雨水貯留タンクを設置

して雨水の流出抑制を行うことは、市民の皆さまに取り組んでいただける浸水対策のひとつです。

雨水流出抑制対策を行う対象施設

雨水流出抑制施設とは？

● 雨水流出抑制対策施設には、一時的に雨水を貯留する施設があり、

　 施設の規模・種類、立地条件や土質条件によって、最適な雨水流出抑制施設を選択します。

雨水流出抑制施設の設置基準は、下水道の区域により異なります。

下記フローによる「雨水流出抑制施設設置基準」を基に、施設の計画をお願いします。

雨水排水計画書

❶ 公共施設への整備促進

道路、公園、広場、その他の公共施設において、

雨水流出抑制施設（雨水貯留）を設置します。

❷ 開発事業等における整備誘導

駐車場、太陽光発電設備、資材置き場などに対し、

雨水流出抑制施設（雨水貯留）を設置します。

グランド利用による貯留

駐車場等での窪地貯留 雨水貯留池の設置

敷地内での窪地貯留

❸ 建築物の建築・大規模修繕における整備誘導

住宅や事業所等の建築や大規模修繕において、

雨水流出抑制施設（雨水貯留・浸透施設）を設置

します。

次の面積以上となる開発事業等が対象となります。

● 建物の新築、改築（但し、仮設建築物は除く）

● 公園、道路、私道、鉄道、高速道路及び駐車場の新設、改修

● 都市計画法に規定する開発行為

● 上記に掲げるものに類する行為で、治水対策を必要とするもの

開発事業等
対象となる開発事業等の面積

その他の区域（市内全域）市街化区域

1,500㎡以上 3,000㎡以上

□新築　□増築　□改築　□移転

□大規模の修繕

□道路　□公園　□緑地　□河川・水路

□上下水道施設　□貯水施設等

□その他（　　　　　　　　　　　　  ）

□新設　□増設　□土地の舗装  

□鉄道事業に係る開発行為

□開発行為 ※開発許可申請を要するもの

□運動レジャー施設

□墓地

□太陽光発電施設

□その他（　　　　　　　　　　　　  ）

□建築物

□公共施設

□駐車場

□その他施設

雨水流出抑制施設設置に関する事前協議

事前協議の内容

・雨水流出抑制施設設置について、該当する設置基準に基づいて検討を行っていただきます。

・計画された雨水流出抑制施設について、規模や構造などの協議を行います。また、小松市の雨水計画

　や公共下水道計画などとの適合具合等について調整を行います。

・事前協議の回答書をお渡しいたします。

・雨水流出抑制施設の設置には、小松市と事前協議をお願いします。

・事前協議の際には、「小松市総合治水対策の推進に関する条例施行規則」に基づき、

　「雨水排水計画書」をご提出ください。

・開発事業等が3年以内に追加して行われる場合は、同一開発としてみなし、合計面積

　を対象とします。

・対象外の施設でも維持管理が小松市に移管されるものは、事前協議の対象となります。

雨水流出抑制施設の適切な維持管理

・突発的な集中豪雨など、いざというときに施設機能が発揮できるようにしておく必要があります。

・定期的に施設状況について確認させて頂き、土砂溜まりによる排水不良や貯留容量不足など、施設

　機能が発揮できない場合には、適切な維持管理を指導・勧告します。

宅地内貯留タンク、浄化槽転用

小松市開発事業等に関する

雨水流出抑制指導要綱

「雨水流出抑制施設設置に関する事前協議」

の取扱い

石川県

「雨水排水基準」

「調整池設置要領」

所轄課：石川県土木部河川課

開発事業等の面積

１ヘクタール以上

公共下水道合流区域

公共下水道分流区域

開発事業等の面積

　市街化区域：0.15ヘクタール以上

その他の区域：0.30ヘクタール以上

雨水流出抑制

施設設置

対象外

雨水流出抑制施設設置基準

（合流式下水道区域）

雨水流出抑制施設設置基準

（分流式下水道区域）

雨水流出抑制施設設置基準

（公共下水道区域外）

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

田んぼや池に

貯えられる

すぐに

流れ込む

雨が染み込み

やすい

雨が染み込み

にくくなっている
開発前 都市化が進展


